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１．成果目標、行動目標

２．収入上限の設定及び託送料金の設定

３．実績収入が期初に承認された収入上限
と乖離した場合の取扱い
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論点３．実績収入が期初に承認された収入上限と乖離した場合の取扱い

本日ご議論いただく論点
① 実績収入と収入上限の乖離額を調整するかどうか
② 調整を行うタイミングについて



論点３－①．実績収入と収入上限の乖離額を調整するかどうか

＜需要の変動要因＞

 期初に想定した需要から実績需要に差異が発生した場合に、実績収入と収入上限の乖離が発生することに
なる。

 現状、需要が伸び悩む中で、収入上限に見合う実績収入を確保するために、期初に需要を低く想定し、託送
料金を高く設定すると、実績需要が想定需要を上回った場合に、５年間で収入上限を上回る実績収入を得
ることとなる。

 このような状況を避けるため、また需要の変動は外生的要因によって生じることを踏まえて、実績収入と収入上
限の乖離額は全額調整することとしてはどうか。

 気温変動
 景気変動
 自然災害
 需要構造の変化
 人口増減
 省エネの進展
 電化の進展

※発電側基本料金導入後は、発電側の変動要因も考慮す
る必要がある。

＜実績収入と想定収入の乖離（2018年度）＞
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論点3－②．調整を行うタイミングについて
 需要の変動により、５年間の実績収入が収入上限を上回るケース、下回るケースがある。いずれの場合も、翌

規制期間の収入上限を調整することとしてはどうか。

 ただし、期中に需要の変動が発生した場合に、収入上限を超えない範囲で期中の料金変更を行うことを認め
てはどうか。

収
入
上
限 実

績
収
入

想
定
収
入

期初 期末

実績収入が
収入上限を
上回った場合

実績収入が
収入上限を
下回った場合

 収入上限超過分、翌規制期間の収入上限を引き下げ
 ただし、期中に需要増加が発生した場合に、期中に料

金を下げることを検討

実
績
収
入

想
定
収
入

期初 期末

超過分

不足分

収
入
上
限  収入上限不足分、翌規制期間の収入上限を引き上げ

 ただし、期中に需要減少が発生した場合に、期中に料
金を上げることを検討

実績需要が想定需要を上回ったケースを想定

実績需要が想定需要を下回ったケースを想定



出所 Ofgem”RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid Gas, Final decision – Overview document”(2012)、Ofgem”RIIO-2 Framework 
Decision”(2018)を基にPwC作成

 RIIO-T1(規制期間2013~21年)では、約２年間かけ、消費者や企業、有識者との対話プロセスや、他社
比較・過去比較・市場テスト等により、RC設定の審査を行う。より効率的な事業計画を出すインセンティブと
して優良な計画と判断されれば審査期間の短縮と、事業報酬の上乗せボーナスが存在する。

 現在、次期規制期間の審査プロセスが議論されているが、審査プロセスの妥当性を高める観点から、新たに３
つのステークホルダーグループを設け、多様な者の意見と調整することが予定されている。

2011年度2010年度 2012年度

方法論詳
細の決定・
公表

Ofgem 事業者

事業計画
の評価

Q4

事業計画の
提出

*想定TOTEX
含む

事業計画
の再提出

事業計画
のパブコメ
募集

とりまとめ
案公表・パ
ブコメ募集

託送収入
の最終決
定の提示

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

事業計画
のパブコメ
募集

託送収入
の最終決
定の提示

RC
決
定

RC決定

RIIO-
T1

*規制
期間
2013
～21

Slow-tracking
Fast-Trackingと判
断されなかったものは、
期間を延ばし審査

Fast-tracking
優良な事業計画と判断されたものは、審査
期間を短縮

Q4

規
制
期
間
開
始

（参考）期初におけるRCの審査プロセス（英国：RIIO1）
2018年度委託調査報告書

（PwC コンサルティング合同会社）
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（参考）期初におけるRCの審査プロセス（独国）

出所 ARegV§6、StromNEV§28~30、 BNetzA: ”Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der 
Anreizregulierung nach § 21a EnWG”(2006), PwC Germany報告を基にPwC作成

 DSO/TSOは、Photo year(期初の3年前)にBNetzAに費用実績等のデータを提出する（将来計画はな
し、実績のみ）。また、毎年、BNetzAに追加情報を提出しなければならない。

 この際、各データの妥当性チェックやヒアリング等が行われ、X-Factor、制御不能コスト、制御可能コスト、効
率スコアなどの審査が行われる。

 DSOのうち200社程度が審査を受けており、小規模な事業者は簡素化した手続きに則りRCを設定する。

必要な情報の範
囲、提出時期お
よび提出フォーマッ
ト等につき事業者
へ連絡

NW料金規制に
基づいたコスト提
示

RC決定

BNetzA

事業者

コスト評価
制御不能コス

トの費目別査
定

効率性評価
制御可能コス

トを元に他事
業者との統計
比較

他事業者のコスト
データ

コスト再提示

BNetzAと事業
者間の交渉

ヒアリング

事業者団体

送配電事業全体
の効率性評価

異議申立て

BNetzAと事業
者団体間の交渉

ヒアリング X-factor
決定(※1)

評価結果
• 制御不能コスト
• 制御可能コスト
• 効率性スコア

評価結果
• X-Factor

審査プロセス・スケジュールはBNetzAが決定する (StromNEV §29)

※1 第1期、2期のX-Factorは、BNetzAと事
業者団体間の主張が合意に至らなかったため、
連邦政府が仲裁する形で決定。(詳細後述)

2018年度委託調査報告書
（PwC コンサルティング合同会社）
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（参考）各国における託送料金の期中調整制度の整理 2019年3月4日
第6回次世代技術を活用した新たな

電力プラットフォームの在り方研究会資料
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（参考）RCの期中調整全体俯瞰（英国） 2019年3月4日
第6回次世代技術を活用した新たな

電力プラットフォームの在り方研究会資料
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（参考）RCの期中調整プロセス（独国） 2019年3月4日
第6回次世代技術を活用した新たな

電力プラットフォームの在り方研究会資料


